












 

教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

 教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則  

昭  和  26  年 12 月 28 日  

島根県教育委員会規則第10号  

  

目次 〔略〕 

 

目次 〔略〕 

 

第１条～第37条 〔略〕 第１条～第37条 〔略〕 

  

附 則 〔略〕 附 則 〔略〕 

 

様式第１号・様式第２号 〔略〕 様式第１号・様式第２号 〔略〕 

  

様式第３号 様式第３号 

  

  

様式第４号～様式第26号 〔略〕 様式第４号～様式第26号 〔略〕 

  

 

様式第３号（第２条－第９条、第 11 条、第 13 条、第 14 条、第 16 条関係） 

 

 

宣     誓     書 

 

 

 私は、教育職員免許法第５条第１項第３号から第６号まで該当しないことを宣誓しま

す。 

 

年  月  日 

 

                          氏名        ㊞ 

 

備考 

 教育職員免許法第５条第１項 

  第３号 拘禁刑以上の刑に処せられた者 

  第４号 第 10 条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力 

を失い、当該失効の日から３年を経過しない者 

  第５号 第 11 条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け、 

当該処分の日から３年を経過しない者 

  第６号 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政 

府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれ 

に加入した者 

様式第３号（第２条－第９条、第 11 条、第 13 条、第 14 条、第 16 条関係） 

 

 

宣     誓     書 

 

 

 私は、教育職員免許法第５条第１項第３号から第６号まで該当しないことを宣誓しま

す。 

 

年  月  日 

 

                          氏名        ㊞ 

 

備考 

 教育職員免許法第５条第１項 

  第３号 禁錮 以上の刑に処せられた者 

  第４号 第 10 条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力 

を失い、当該失効の日から３年を経過しない者 

  第５号 第 11 条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け、 

当該処分の日から３年を経過しない者 

  第６号 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政 

府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれ 

に加入した者 
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議 決 第 27 号 

学 校 企 画 課 

 

島根県教育職員免許状再授与審査会規則の制定について 

 

１ 制定の理由 

  ・ 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和３年法律第

57 号）」において、特定免許状失効者等※に対し、改善更生の状況その他その後

の事情により再び教育職員免許状を授与するに当たっては、あらかじめ都道府県

教育委員会の設置する都道府県教育職員免許状再授与審査会（以下「審査会」と

いう。）の意見を聴かなければならない旨が規定。 

・ 令和４年３月 18 日付けで、公布された「教育職員等による児童生徒性暴力等の

防止等に関する法律施行規則（令和４年文部科学省令第５号。以下「省令」とい

う。）」において、委員の任免及び任期並びに審査会の代表、定足数及び議決方

法について規定されるとともにその他審査会の組織及び運営に関し必要な事項

は、都道府県の教育委員会規則で定めることとされたため、島根県教育職員免許

状再授与審査会規則を制定するもの。 

   ※特定免許状失効者等とは、児童生徒性暴力等を行ったことにより教育職員免 

許状が失効した者及び免許状取上げの処分を受けた者をいう。 

 

２ 主な内容 

 ⑴ 審査会の組織に関すること 

 ⑵ 委員の構成等に関すること 

 ⑶ 会議の運営に関すること 

 ⑷ 参考人への意見聴取に関すること 

 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日 

 

４ 会議の公開について 

会議の内容に個人情報を扱うこと、また、会議の公正又は円滑な運営に支障が生

じる恐れがあることから、島根県情報公開条例第 34 条第 1 号及び第 2号に基づき、

会議は非公開とする。 
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【参考】省令及び県教育委員会規則において定める内容 

 ⑴ 組織に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 運営に関すること 
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島根県教育職員免許状再授与審査会規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則

（令和４年文部科学省令第５号。以下「省令」という。）第６条の規定に基づき、島根

県教育職員免許状再授与審査会（以下「審査会」という。）の組織及び運営に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 （組織） 

第２条 審査会は、委員５人以内をもって組織する。 

（委員） 

第３条 省令第３条第１項に規定する児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者は、

次に掲げる者とする。 

 ⑴ 医療、心理、福祉又は法律に関する専門的な知識経験を有する者 

 ⑵ 前号に掲げる者のほか、島根県教育委員会が適当と認める者 

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

 （会議） 

第４条 審査会の会議は、会長が招集し、これを主宰する。 

２ 審査会の会議は、公開しない。 

３ 審査会の議事について直接の利害関係を有する委員は、当該議事に関する審査会の会

議に出席し、又はその議決に加わることができない。 

 （参考人） 

第５条 審査会は、調査審議のため必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その

意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第６条 審査会の庶務は、教育庁学校企画課において処理する。 

 （雑則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会

に諮って定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日以後最初に開かれる審査会の会議は、第４条第１項の規定にかか

わらず、島根県教育委員会教育長が招集するものとする。 
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議 決 第 28 号 

学 校 企 画 課 
 

 

江津地域の新設校開校準備委員会「Ⅰ期中間まとめ」について 

 

１ 新設校開校準備委員会について 

 ⑴ 目的 

  ・ 新設校の開校準備に関する業務を適切に行うために設置（R6.2.27） 

 

⑵ 検討事項 

 ① 新設校の学校運営の基本方針に関すること 

 ② 新設校への円滑な移行に関すること 

 ③ 新設校の開校に必要な調査及び情報収集に関すること 

 ④ 新設校の施設及び設備等に関すること 

 ⑤ 関係機関との連絡調整に関すること 

 

⑶ 構成 

① 本会議構成員 

・ 学校関係：江津高校及び江津工業高校の学校長、事務長、教頭、主幹教諭 

・ 教育庁：総務課長、教育施設課長、学校企画課長、教育指導課長、保健体育課長、

社会教育課長 

・ 事務局：県立学校改革推進室長 

・ オブザーバー：江津市、江津市教育委員会、島根職業能力開発短期大学校、 

         島根県立大学、GO▶GOTSUコンソーシアム、両校学校運営協議会 

② 開校プロジェクトチーム構成員 

・ 江津高校、江津工業高校の教職員のうち、それぞれの学校長が選任した者。 

ただし、必要に応じて両校教職員から適宜加えることができる。 

（両校の教頭は、開校プロジェクトチームの会務を総括し、本会議との連絡調整にあたる） 

・ オブザーバー：GO▶GOTSUコンソーシアム 

 

２ 令和10年度開校とした場合のスケジュール（目安） 

年度 

Ｒ５ 

（2023） 

Ｒ６ 

（2024） 

Ｒ７ 

（2025） 

Ｒ８ 

（2026） 

Ｒ９ 

（2027） 

Ｒ10 

（2028） 

Ⅰ期（教育内容、施設整備について検討） Ⅱ期（校内体制検討、施設整備）  

開 

校 

準 

備 

学 

校 

      

県
教
委
事
務
局 

      

 

準備委員会設置・開校準備 

施設整備の基本構想・基本設計、実施設計・工事 

関係機関との調整 

生徒募集 

入学者選抜 

開校 
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３ 江津地域の新設校開校準備委員会のⅠ期検討スケジュール 

 

回 日時 検討内容 

第１回 

（済） 

２月27日（火） 

 

・ 検討スケジュール 

・ 準備委員会の構成 

・ 今後の協議内容 

第２回 

（済） 

４月24日（水） ・ 準備委員会の構成 

・ Ⅰ期検討スケジュール 

・ スクールミッション 

・ 新設校の組織編制 

第３回 

（済） 

６月27日（木） 

 

 

・ 新設校の組織編制 

・ スクールミッション 

・ 学科・コース 

・ 特色ある学び 

第４回 

（済） 

８月28日（水） 

 

・ Ⅰ期中間まとめ（案） 

・ 学科・コース 

・ 特色ある学び 

・ 地域連携 

・ 施設設備の整備 

第５回 

（済） 

10月21日（月） 

 

・ Ⅰ期中間まとめ 

・ 学科・コース 

・ 特色ある学び 

・ 地域連携 

・ 施設設備の整備 

 

第６回 

（済） 

12月18日（火） 

 

・ 円滑な統合に向けた教育活動 

・ 校名の在り方 

・ 検討スケジュール 

・ 施設設備の整備 

 

第７回 2月中旬 

 

・ Ⅰ期まとめ 

・ Ⅱ期検討スケジュール 

・ Ⅱ期プロジェクトチームの在り方 
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江津地域の新設校開校準備委員会 

 Ⅰ期中間まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年 12 月 24 日 

新設校開校準備委員会 
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令和５年 12 月決定の基本的な方針 

 

① 江津地域の子どもたちの進路の選択肢の確保と、教育活動の充実を最優先に

考え検討 

 

② 江津高校と江津工業高校を統合し、１学年 120 人規模の新たな魅力ある高校

を設置 

 

③ 江津高校が築いてきた地域連携による進学を念頭においた学びを継承 

 

④ 江津工業高校の伝統を生かすとともに、県西部の工業教育へのニーズに対応

できるよう、工業教育の更なる魅力化を検討 

 

⑤ 学科名、コース名、教育の具体的な内容については、地域の意見を丁寧に聴

取しながら検討 

 

⑥ 地域や地元教育機関等と連携し、探究的な学びを生かした魅力ある教育を展

開 

 

⑦ 工業教育の実習施設・設備が必要であることから、新設校は江津工業高校の

場所を念頭 

 

 ⑧ 開校する時期は、教育課程の検討と、それを踏まえた施設整備のため、令和

10 年度前後を想定 

 

⑨ 開校までの間、または開校後であっても、地域や社会のニーズを捉え、時代

にあった魅力ある学びとなるよう柔軟に対応し、必要があれば方針等を見直す 
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１ 設置場所 

 ・ 江津市江津町 1477 番地 （江津工業高校所在地）   

 

２ 開校及び閉校 

 ⑴ 新設校の開校 

  ・ 令和 10 年４月（令和９年度実施の入学者選抜より募集開始） 

 

 ⑵ 新設校の設置 

  ・ 令和９年度中に設置（県議会への条例案提出）予定 

 

 ⑶ 新設校のイメージ 

  ・ 普通科系には「普通科」と「新しい普通科」、工業科には「機械・電気系」と

  「建築都市工学系」の学科を設置し、それぞれをくくり募集する。 

   

 

 ⑷ 江津高校・江津工業高校の募集停止 

  ・ 令和 10 年入学者選抜（令和９年度実施）から募集停止 

  ・ 令和８年度及び９年度の入学生は卒業まで入学した学校で学習 

  ・ 令和 10 年度及び 11 年度は江津工業高校と新設校の生徒が同じ校地で学習、

   江津高校の生徒が江津工業高校及び新設校の生徒と共に様々な教育活動を行

   える体制を整える 

 

 

 

 

学科・コースの内容（学科名・コース名は未定） １学年当たりの学級数 

普
通
科
系 

普通科 ・ 文系・理系への進学 

・ 看護・栄養・保育などの

 資格職をめざす進学 

・ 地域課題の探究からの学

びを育てるための進学 

２学級 

(60) 
くくり募集 

４学級 

(120) 

 地域と連携した 

「新しい普通科」 

工
業
科 

機械・電気系 

学科 

・ 機械コース 

・ 電気コース 
 ※ 大学等への進学にも対応 ２学級 

(60) 
くくり募集 

建築都市工学系 

学科 
・ 建築都市工学系の学び 
 ※ 大学等への進学にも対応 
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 <参考> 令和 9～12 年度の配置       ※ カッコ内の現学年は令和 6年度現在 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 学びの特色 

⑴ 普通科系の学び 

 ・ 普通科を 1学級、地域と連携した学びのための「新しい普通科」を１学級

設置する。「新しい普通科」の学科名は今後検討する。 

 ・ 普通科、「新しい普通科」ともに文系・理系への進学、地域が必要とする看

護・栄養・保育などの資格職をめざす進学に対応し、「新しい普通科」には地

域と連携した探究的な活動を実践する学校設定教科・科目を設置する。 

・ １年次には共通した教育課程で学び、２年次から生徒が自らの適性や興味

   ・関心に応じて普通科、または「新しい普通科」を選択できるようくくり募

   集とする。 

・ 工業科の学びや、工業科の生徒と協働した学びにより、幅広い視点から地域

課題の探究や自らのキャリアを深める教育課程とする。 

・ これまでの県立大学との連携の実績を基に、さらに充実した地域探究活動を

実現する。 

 

 

 

新しい普通科

普通科

電気・機械

建築都市工学

新しい普通科 新しい普通科

普通科 普通科

電気・機械 電気・機械

建築都市工学 建築都市工学

普通科系 普通科系 普通科系

（くくり） （くくり） （くくり）

工業科 工業科 工業科

（くくり） （くくり） （くくり）

建築・電気 建築・電気 建築・電気

機械・ロボ 機械・ロボ 機械・ロボ

建築・電気 建築・電気

機械・ロボ 機械・ロボ

建築・電気

機械・ロボ

　R10.4　開校

１年生
（現小6生）

１年生

（現小5生）

１年生

（現小4生）

普通科

　R12.3　閉校

　R12.3　閉校

１年生

（現中1生）

新設校

３年生

２年生 ２年生

江津工業高校

３年生

（現中3生）
３年生 ３年生

２年生

（現中2生）
２年生

３年生普通科

江津高校

３年生

（現中3生）
普通科 ３年生

１年生

（現中1生）
普通科

２年生

（現中2生）
普通科 ２年生 普通科

R９年度 R10年度 R11年度 R12年度
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 ⑵ 工業科の学び 

  ・ 機械、電気、建築の学びに加え、地域のニーズから都市工学系の学びを加

える。 

  ・ 機械・電気系の学科の中に機械コース、電気コースを設置する。建築都市

工学系学科では建築の学びに加え、街づくりに必要な測量や設計などを学ぶ

都市工学系の内容も加える。学科、コースの名称は引き続き検討する。 

  ・ 1 年次には工業について幅広く学び、２年次から生徒が自らの適性や興味・

関心に応じてコースを選択できるようくくり募集とする。 

  ・ 普通科の探究活動と連携した課題研究により、地域課題を通じた工業の専

門的、実践的な学びを実現する。 

  ・ 島根大学材料エネルギー学部等、４年制大学や短大・専門学校への進学を

希望する生徒にも対応した教育課程とする。 

  ・ 島根職業能力開発短期大学校（ポリテクカレッジ島根）の総合制作と新設

校の工業科における課題研究との連携や、必要な実習設備の相互使用などの

連携した学びを実現するための検討を引き続き行う。 

  ・ より高度な資格取得のための学びを工夫する。 

  ・ 引き続き地元産業界等と連携とした工業教育を進める。 

 

 ⑶ 両科に共通した学び 

  ・ 柔軟な授業の選択が可能となるように単位制の導入について検討する。 

  ・ 江津市、江津市教育委員会等と江津市内県立学校３校を含む GO▶GOTU コン

ソーシアムで、地域と連携した学びを構想する。 

 

４ 教育活動の特色 

 ⑴ 学校行事 

  ・ 普通科系と工業科が併置されている特色を生かした、地域に開かれた学園

   祭等の学校行事を計画。 

 

 ⑵ 部活動 

  ・ 江津高校・江津工業高校の特色を引き継ぎ、男女ハンドボール、水球、ボ

   ート部の強化を進める。 

  ・ 石見神楽など地域の伝統や文化を生かした地域に貢献できる部活動や、工

   業の専門性を生かしたモノづくりのできる部活動の設置を検討する。 

 

 ⑶ 円滑な統合に向けた教育活動 

  ・ 新設校設置までの期間においても、両校での行事の合同開催や、部員不足

   の部活動における合同チームの結成、合同練習などの取組を積極的に行う。 
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５ 施設・設備の構想 

 ⑴ 安心・安全な教育環境の整備 

  ・ 不足する女子トイレや女子更衣室等の基本的な環境を整備する。 

・ 老朽化した校舎、屋内運動場及び実習棟の整備を検討する。 

 

⑵ 特色ある学びに必要な施設・設備 

  ・ 普通科、地域と連携した「新しい普通科」、工業科の学びを実現するための

学習環境を整備する。 

  ・ 新たな都市工学系の学びに対応するための設備を整備する。 

  ・ 普通科系の学び、工業科の学びが両立できるよう図書館や教科教室等の整

備を検討する。 

 

 ⑶ 住まい確保 

  ・ 普通科系、工業科ともに、県西部全体から入学を希望する生徒がいること

が想定されることから、通学困難な生徒への住まい確保のため既存寄宿舎の

整備について検討する。 

  ・ 女子の受入れのための既存寄宿舎の整備について検討する。 
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議 決 第 29 号 

特別支援教育課 

令和７年度 特別支援学校高等部及び専攻科の入学定員について 

１ 定員設定の基本的考え方について 

・ 各学校が実施した就学相談会への参加状況で把握した入学希望者数を基準とする。

※就学相談会の参加者がいない場合も、最低限の学級、定員を設ける。

・ 全員の入学を想定し、学校ごとに学科及び学級区分に応じて学級数を設定し、下記の基準を満た

すように定員を設ける。

※定員基準：１学級あたりの生徒数×学級数＝入学定員≧入学希望者数

※１学級あたりの生徒数：単一障がい学級８人・重複障がい学級３人（標準法）

２ 令和７年度 高等部及び専攻科入学定員案について 

⑴ 高等部

視覚障がい４学級・22 名、聴覚障がい８学級・44名、知的障がい 46学級・243 名

肢体不自由７学級・31名、病弱５学級・25名とし、合計 70 学級・365 名とする。 

（参考 R6 視覚４学級・22 名、聴覚８学級・44 名、知的 49 学級・247 名 
 肢体７学級・31 名、病弱５学級・25 名、合計 73 学級・369 名） 

（分教室） 

・ 松江養護学校安来分教室は普通科単一障がい１学級（定員８名）を設定する。

・ 出雲養護学校邇摩分教室は普通科単一障がい１学級（定員８名）を設定する。

・ 出雲養護学校雲南分教室は普通科単一障がい１学級（定員８名）を設定する。

（参考 R6 松江養護安来分２学級（定員 16 名）、

出雲養護邇摩分１学級（定員８名）、雲南分１学級（定員８名））

（訪問学級）※訪問教育の対象となっている生徒で編制される学級 

・現在、対象の生徒を把握中。

・来年２月頃までに対象生徒を特定し、学級を設定する。

⑵ 専攻科

盲学校３学級・19 名、松江ろう学校４学級・22 名とし、合計７学級・41 名とする。

（参考 R6 盲学校３学級・19名、松江ろう学校４学級・22名、合計７学級・41名）

⑶ 高等部及び専攻科（合計）

単一障がい学級 35 学級・280 名、重複障がい学級 42 学級・126 名とし、合計 77 学級・406 名とする。

（参考 R6 単一障がい学級 34 学級・272 名、重複障がい学級 46 学級・138 名、合計 80 学級・410 名） 

３ 今後の予定 

・ 12 月 24 日の教育委員会会議にて議決後、訪問教育対象生徒を除く学級数及び定員数を公表する。 

・ 高等部訪問学級の定員を確定した後、令和７年２月の教育委員会会議において、特別支援学校高

等部及び専攻科の定員を定める「県立学校の組織編制に関する規則」（昭和 33 年島根県教育委

員会規則第４号）の改正を付議する。
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⑴ 高等部
種別 学　校　名 学　科 １学級人数 学級数 入学定員

8 1 8
3 1 3
8 1 8

3 1 3
4 22

8 1 8
3 1 3
8 1 8
3 1 3

4 22
8 1 8

3 1 3
8 1 8
3 1 3

4 22
本校 8 6 48 1 学級 増

分教室 8 1 8 1 学級 減
3 11 33 1 学級 増

18 89 1 学級 増
本校 8 5 40

邇摩分教室 8 1 8
雲南分教室 8 1 8

3 7 21 2 学級 減
14 77 2 学級 減

8 1 8

3 2 6 1 学級 増
3 14 1 学級 増

8 3 24 1 学級 増

3 2 6 3 学級 減
5 30 2 学級 減

8 2 16
3 2 6 1 学級 減

4 22 1 学級 減
8 1 8
3 1 3

2 11

普　通　科 3 1 3
1 3

普　通　科 3 1 3

1 3
8 1 8
3 2 6

3 14
8 1 8
3 1 3

2 11
8 1 8

3 1 3
2 11

8 1 8

3 2 6
3 14

8 31 248 1 学級 増

3 39 117 4 学級 減
70 365 3 学級 減

注：訪問学級を含まない。

合　 　計
単一障がい

重複障がい

病
弱

江津清和養護学校
普　通　科

単一障がい

重複障がい

学　　校　　計

松江緑が丘養護学校
普　通　科

単一障がい

重複障がい

学　　校　　計

重複障がい

学　　校　　計

隠岐養護学校
普　通　科

単一障がい

重複障がい

学　　校　　計

肢
体
不
自
由

出雲養護学校
重複障がい

学　　校　　計

益田養護学校
重複障がい

学　　校　　計

松江清心養護学校
普　通　科

単一障がい

重複障がい

学　　校　　計

江津清和養護学校
普　通　科

単一障がい

重複障がい

学　　校　　計

知
的
障
が
い

松江養護学校
普　通　科

単一障がい

重複障がい

学　　校　　計

出雲養護学校
普　通　科

単一障がい

重複障がい

学　　校　　計

石見養護学校
普　通　科

単一障がい

重複障がい

学　　校　　計

浜田養護学校
普　通　科

単一障がい

重複障がい

学　　校　　計

益田養護学校
普　通　科

単一障がい

聴
覚
障
が
い

松江ろう学校

普　通　科
単一障がい

重複障がい

産業技術科
単一障がい

重複障がい

学　　校　　計

浜田ろう学校

美術工芸科
単一障がい

重複障がい

生活デザイン科
単一障がい

重複障がい

学　　校　　計

令和７年度特別支援学校高等部及び専攻科入学定員（案）

学　級　区　分

視
覚
障
が
い

盲　学　校

普　通　科
単一障がい

重複障がい

保健理療科
単一障がい

重複障がい

学　　校　　計

備  考（前年度との比較）
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　⑵　専攻科
種別 学　校　名 学　科 １学級人数 学級数 入学定員

理　療　科 8 1 8

8 1 8
3 1 3

3 19
8 1 8
3 1 3

8 1 8
3 1 3

4 22
8 4 32
3 3 9

7 41

　⑶　高等部及び専攻科　合計
8 35 280 1 学級 増

3 42 126 4 学級 減

77 406 3 学級 減

備  考（前年度との比較）

計
単一障がい

重複障がい

合　　計（１）＋（２）
単一障がい

重複障がい

聴
覚
障
が
い

松江ろう学校

産業工芸科
単一障がい

重複障がい

生活デザイン科
単一障がい

重複障がい

学　　校　　計

学　級　区　分

視
覚
障
が
い

盲　学　校

単一障がい

保健理療科
単一障がい

重複障がい

学　　校　　計
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報 告 第 4 8 号 

総 務 課 

学 校 企 画 課 

 

 

県立学校の教育職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

１ 改正理由 

「刑法等の一部を改正する法律」（令和４年法律第67号）が令和７年６

月１日から施行されることに伴い、下記の条例について所要の改正を行う

必要がある。 

 

２ 一部改正が必要となる条例 

⑴ 県立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和29年島根県条例第６

号） 

 ⑵ 市町村立学校の教職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

（昭和31年島根県条例第38号） 

 

３ 改正の概要 

  ⑴⑵ともに、条例の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 

４ 施行期日 

令和７年６月１日 
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県立学校の教育職員の給与に関する条例新旧対照表 
（第３条第３号関係） 

改 正 後 改 正 前 

県立学校の教育職員の給与に関する条例 

昭和29年３月26日  

  島根県条例第６号  

  

第１条～第24条 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第24条の２ 〔略〕 

 

 

 

⑴・⑵ 〔略〕 

⑶ 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に

対応する支給日の前日までの間に離職した教育職員

（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職した日

から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に

処せられたもの 

⑷ 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差

し止める処分を受けた者（当該処分を取り消された

者を除く。）で、その者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

 

第24条の３ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

第１条～第23条 〔略〕 

 

（期末手当） 

第24条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この

条から第24条の３までにおいてこれらの日を「基準

日」という。）にそれぞれ在職する教育職員に対し

て、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定

める日（次条及び第24条の３においてこれらの日を

「支給日」という。）に支給する。これらの基準日前

１箇月以内に退職（法第28条第４項の規定による失職

及び法第29条の規定による懲戒免職以外の場合の離職

をいう。以下この条及び第25条において同じ。）し、

又は死亡した教育職員（人事委員会規則で定める教育

職員を除く。）についても、同様とする。 

２～５ 〔略〕 

 

第24条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前

条第１項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係

る期末手当（第４号に掲げる者にあっては、その支給

を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

⑴・⑵ 〔略〕 

⑶ 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に

対応する支給日の前日までの間に離職した教育職員

（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職した日

から当該支給日の前日までの間に禁錮 以上の刑に

処せられたもの 

⑷ 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差

し止める処分を受けた者（当該処分を取り消された

者を除く。）で、その者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し禁錮 以上の刑に処せられたもの 

 

第24条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給する

こととされていた教育職員で当該支給日の前日までに

離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合

は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができ
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⑴ 離職した日から当該支給日の前日までの間に、そ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、

その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について拘禁刑

以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法

（昭和23年法律第131号）第６編に規定する略式手続

によるものを除く。第３項において同じ。）をさ

れ、その判決が確定していない場合 

⑵ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理

由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の

刑に処せられなかった場合 

⑵・⑶ 〔略〕 

 

 

 

 

４～６ 〔略〕 

 

 

第25条～第31条 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

⑴ 離職した日から当該支給日の前日までの間に、そ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、

その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮 

以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法

（昭和23年法律第131号）第６編に規定する略式手続

によるものを除く。第３項において同じ。）をさ

れ、その判決が確定していない場合 

⑵ 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のい

ずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一

時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第

３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた

者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し

現に逮捕されているときその他これを取り消すことが

一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき

は、この限りでない。 

⑴ 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理

由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮 以上の

刑に処せられなかった場合 

⑵ 〔略〕 

⑶ 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当

該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算し

て１年を経過した場合 

４～６ 〔略〕 

 

（勤勉手当） 

第25条 〔略〕 

２～４ 〔略〕 

５ 前２条の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支

給について準用する。この場合において、第24条の２

中「前条第１項」とあるのは「第25条第１項」と、同

条第１号中「基準日から」とあるのは「基準日（第25

条第１項に規定する基準日をいう。以下この条及び次

条において同じ。）から」と、「支給日」とあるのは

「支給日（同項に規定する人事委員会規則で定める日

をいう。以下この条及び次条において同じ。）」と読

み替えるものとする。 

 

第25条の２～第31条 〔略〕 
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附 則 〔略〕 

 

別表第１・別表第２ 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 

 

別表第１・別表第２ 〔略〕 

  

 

  

ー 6 の 4 ー
27



 

市町村立学校の教職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例新旧対照表 

（第２条第２号関係） 

改 正 後 改 正 前 

 市町村立学校の教職員の分限に関する手続及び効果等

に関する条例 

 

昭和31年９月29日  

島根県条例第38号  

  

第１条～第５条 〔略〕  第１条～第５条 〔略〕 

   

 （失職の特例） 

第６条 県教育委員会は、公務遂行中の過失による事故

に係る罪により拘禁刑以上の刑に処せられその刑の執

行を猶予された教職員について、情状を考慮して特に

必要があると認めるときは、その職を失わないものと

することができる。 

２ 〔略〕 

 （失職の特例） 

第６条 県教育委員会は、公務遂行中の過失による事故

に係る罪により禁錮
こ

 以上の刑に処せられその刑の執

行を猶予された教職員について、情状を考慮して特に

必要があると認めるときは、その職を失わないものと

することができる。 

２ 〔略〕 

 

第７条 〔略〕 第７条 〔略〕 

  

   附 則 〔略〕    附 則 〔略〕 
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報 告 第 4 9号 

学 校 企 画 課 

令和７年度島根県教育職員(実習助手【一般・工業】)採用候補者 

選考試験の結果について 

 

１ 選考試験 

⑴ 試験日    

令和６年 10 月 26 日(土) 

⑵ 試験会場 

  松江工業高等学校 

⑶ 試験内容   

【一般】論文試験、面接試験、パソコン実技試験、総合実技試験 

 ※総合実技：実験の準備・片付けやＩＣＴ機器の準備・操作等に関する内容 

【工業】専門教養試験、面接試験、パソコン実技試験、専門実技試験 

  

２ 受験状況及び選考結果 

 

募集区分 募集種別 
採用予定

人員 
出願者数 受験者数 

名簿登載

者数 
倍率 

一般枠 

 一般 ２名程度 16 名 14 名 ２名 7.0 倍 

障がいのある

方を対象とし 

た選考（一般） 
若干名 ２名 ２名 ０名 － 

工業 １名程度 ９名 ９名 ２名 4.5 倍 

障がいのある 

方を対象とし

た選考（工業） 
若干名 １名 ０名 ０名 － 

特別枠 

（島根かみあ

り国スポ競技

力向上枠） 

一般 １名程度 １名 １名 １名 1.0 倍 

（職務内容）【一般】：実験又は実習について、教諭の職務を助ける。 

      【工業】：工業の実験又は実習について、教諭の職務を助ける。 
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松江 29 (4) 15 (3) 8 (3) 松江 13 (2) 8 (2) 6 (1)

出雲 43 (4) 21 (2) 8 (1) 出雲 24 (11) 15 (8) 11 (8)

浜田 23 (8) 8 (4) 4 (3) 浜田 14 (7) 9 (4) 7 (3)

益田 14 (5) 12 (5) 2 (1) 益田 14 (3) 7 (1) 2 (1)

隠岐 2 (1) 1 (1) 0 (0) 隠岐 4 (0) 3 (0) 2 (0)

9 (1) 5 (1) 3 (1) 10 (2) 8 (2) 6 (2)

120 (23) 62 (16) 25 (9) 79 (25) 50 (17) 34 (15)

　（　）は女性で内数。 　（　）は女性で内数。

　３　主幹教諭

松江 2 (1) 2 (1) 1 (0)

出雲 3 (0) 3 (0) 3 (0)

浜田 1 (0) 1 (0) 0 (0)

益田 1 (0) 1 (0) 1 (0)

隠岐 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0)

7 (1) 7 (1) 5 (0)

　（　）は女性で内数。

＜参考＞ 近年の受験者数と名簿登載者数 　（　）は女性で内数。

　１　校　長 　  ２　教　頭

受験者数
第1次試験 第2次試験

報告第50号
 学校企画課

　 令和７年度島根県市町村立小･中学校等校長・教頭・主幹教諭 採用・昇任
　 候補者選考試験（暫定再任用教職員選考含む）結果及び特例任用候補者報
　 告について
【採用・昇任候補者選考試験】

教
育
事
務
所

教
育
事
務
所

行政等 行政等

合計 合計

受験者数
第1次試験 第2次試験

合格者数 名簿登載者数 合格・免除者数 名簿登載者数

教
育
事
務
所

行政等

合計

実施年度 H30

受験者数
第1次試験 第2次試験

合格・免除者数 名簿登載者数

R1 R2 R3 R4 R5

校 長

受験者数
158 126 122 114 120 118

(12) (10) (13) (17) (20)

(6) (4) (7) (5) (10) (10)

(17)

名簿登載者数
66 48 51 39 47 43

教 頭

受験者数
177 163 141 105 90

倍 率 2.4 2.6 2.4 2.9

68

(36) (29) (26) (22) (21) (19)

2.6 2.7

倍 率 2.4 2.4 2.1 2.0

46 32

(20) (14) (15) (11) (11) (10)
名簿登載者数

75 67 66 52

6
(5) (4) (5) (1) (7) (1)

2.0 2.1

20 7 8 5 17

13 6

(3) (1) (4) (1) (7) (1)
名簿登載者数

14 4 6 2

1.3 1.0倍 率 1.4 1.8 1.3 2.5

主幹教諭
H30～

受験者数
7

R6

120

(23)

25
(9)

(1)

5

(0)

1.4

4.8

79

(25)

34

(15)

2.3
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更新 新規 更新 新規

松江 4 (0) 2 2 4 (0) 2 2

出雲 9 (1) 5 4 9 (1) 5 4

浜田 6 (0) 5 1 6 (0) 5 1

益田 5 (0) 1 4 5 (0) 1 4

隠岐 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0

4 (1) 0 4 4 (1) 0 4

28 (2) 13 15 28 (2) 13 15

　（　）は女性で内数。

　２　教　頭

更新 新規 更新 新規

松江 3 (1) 1 2 2 (1) 1 1

出雲 1 (0) 1 0 1 (0) 1 0

浜田 1 (0) 1 0 0 (0) 0 0

益田 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0

隠岐 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0

0 (0) 0 0 0 (0) 0 0

5 (1) 3 2 3 (1) 2 1

　（　）は女性で内数。

　３　主幹教諭

更新 新規 更新 新規

松江 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0

出雲 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0

浜田 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0

益田 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0

隠岐 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0

0 (0) 0 0 0 (0) 0 0

0 (0) 0 0 0 (0) 0 0

　（　）は女性で内数。

教
育
事
務
所

【暫定再任用教職員（校長・教頭・主幹教諭）選考】

　１　校　長

申込者数
暫定再任用

備考
名簿登載者数

教
育
事
務
所

行政等

合計

申込者数
暫定再任用

備考
名簿登載者数

行政等

合計

申込者数
暫定再任用

備考
名簿登載者数

行政等

合計

教
育
事
務
所
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松江 4 (0) 4 (0)

出雲 5 (0) 5 (0)

浜田 3 (0) 3 (0)

益田 4 (1) 2 (0)

隠岐 2 (0) 2 (0)

0 (0) 0 (0)

18 (1) 16 (0)

　（　）は女性で内数。

　２　教　頭

松江 4 (1) 3 (1)

出雲 1 (0) 1 (0)

浜田 0 (0) 0 (0)

益田 1 (0) 1 (0)

隠岐 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0)

6 (1) 5 (1)

　（　）は女性で内数。

　３　主幹教諭

松江 0 (0) 0 (0)

出雲 0 (0) 0 (0)

浜田 0 (0) 0 (0)

益田 0 (0) 0 (0)

隠岐 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0)

　（　）は女性で内数。

【特例任用（校長・教頭・主幹教諭）候補者の可否結果】

　１　校　長

申込者数
特例任用

備考
候補者決定数

教
育
事
務
所

候補者決定数

教
育
事
務
所

申込者の内　現職校長３

行政等

合計

申込者数
特例任用

備考
候補者決定数

行政等

合計

教
育
事
務
所

行政等

合計

申込者数
特例任用

備考
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報 告 第 51 号 

社 会 教 育 課 

 
しまねの社会教育人材認証制度・登録制度の設立について 

 
１ 認証制度・登録制度設立の背景 

  島根県においては、現在社会教育主事の発令をされている者、社会教育士の称号を有する者のほか
に、社会教育主事有資格者である者（教員、公民館等職員、行政職員等）が数多く存在し、その経験
を生かして社会教育現場で活動を行っている。 

  さらには、社会教育主事講習の受講の有無にかかわらず、社会教育に関わる人や、社会教育機能を
活用した人づくり、地域づくりの実践者が多数いる。 

  こうした状況から、社会教育主事、社会教育士を含め、活躍している社会教育人材を県教育委員会
が認証または登録することにより、社会教育人材のネットワークを再構築し、社会教育人材の育成を
進めながら、社会教育機能を生かしたしまねを創る人づくりを進める。 

 
２ 認証制度・登録制度の概要 

名称 しまね社会教育師認証制度 しまね社会教育サポーター登録制度 
目的 社会教育に取り組む社会教育主事有資

格者をしまね社会教育師として認証し、島
根県の社会教育人材の活躍の活性化や意
識づけ、ネットワークの構築を進めるとと
もに、社会教育機能を生かしながらしまね
を創る人づくりを促進することを目的と
する。 

島根県教育委員会が社会教育活動に取り組
む地域住民を登録し、しまね社会教育師認証
者としまね社会教育サポーターとのネットワ
ークの構築を進めながら、社会教育機能を生
かし、しまねを創る人づくりを促進するとと
もに、社会教育人材の裾野を広げることを目
的とする。 

対象者 

・社会教育主事有資格者 
・社会教育主事講習を修了した者 
   （新旧制度問わない） 
・大学の社会教育主事養成課程修了者 
 

・島根県において社会教育のノウハウやスキ
ルを生かして人づくりや地域づくりに関わっ
ている者 
・しまねの社会教育事業や活動に関わってい
る者、これから関わりたいと思っている者 

期待す
る役割 

・活動の場において、社会教育的な視点
を持ちながら、「師」が意味する「教
え」、「導く」役割を期待 

・社会教育的な視点を持ちながら、地域の中
で脈々と活動を「紡ぐ」役割を期待 

ロゴ 

   

３ 今後の取組 

 ・ 申請時に提供いただいた個人情報を市町村と共有し、市町村内及び教育事務所エリアにおけるネ
ットワーク化、活動の活性化を推進 

 ・ 「しまねの人づくり大交流会」を開催し、全県単位で集まり、参加者の学びの場、ネットワーク
構築の場を提供 
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報 告 第 52 号 

社 会 教 育 課 

 

 

社会教育関係表彰等について 
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令和６年度島根県優良少年団体表彰（教育長表彰）について 

１ 趣 旨 

２ 被表彰団体 

３ 主な表彰理由（審査委員の意見） 

  

 
 

 

 

 

４ 表彰式 
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おざわ みのり

ほそだ ま ゆ み

うちべ たいせい

あじき ゆら

はっとり と わ

すなだ みそら

あだち よう

いわもと はるゆき

たもと りょうか

にしざか か

みやした

かとう あかり

ささき ようこ

かたおか むつみ
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報 告 第 5 3号 

文 化 財 課 

 

博物館の登録について 

 

 博物館法（昭和26年法律第285号）第14条の規定に基づき、出雲文化伝承館を博物館とし

て登録した。 

 

１ 博物館登録に係る事項 

⑴ 設 置 者 の 名 称          出雲市  

⑵ 博 物 館 の 名 称          出雲文化伝承館 

⑶ 博 物 館 の 所 在 地          出雲市浜町520番地 

⑷ 開 館 年 月 日 平成３年10月６日 

⑸ 登録年月日及び番号 令和６年11月29日 第23号 

                （令和６年11月29日付け県報第571号・教委告示第４号） 

 

２ 施設の概要 

⑴ 建 物 及 び 土 地   建物 1,845㎡  土地 34,468㎡   

⑵ 設 備  展示室、工房、事務室等 

⑶ 職     員  12 名（館長１名、学芸員 2名、事務職員 9名) 

⑷ 開 館 日 数  309 日（休館日 毎週月曜日、年末年始） 

⑸ 博 物 館 資 料  740点（収蔵品、図書資料等） 

 

３ 登録博物館の県内の設置状況 

 

 

（本件含む。一覧表のとおり） 

 

【参考】関係法令等（抜粋） 

○博物館法（昭和26年法律第285号） 

（登録） 
第十一条 博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県

の教育委員会（中略）の登録を受けるものとする。 
（登録の申請） 
第十二条 前条の登録を受けようとする者は、都道府県の教育委員会の定めるところにより、次に

掲げる事項を記載した登録申請書を都道府県の教育委員会に提出しなければならない。（以下 

略） 
（登録の審査） 
第十三条 都道府県の教育委員会は、登録の申請に係る博物館が次の各号のいずれにも該当すると

認めるときは、当該博物館の登録をしなければならない。（以下 略） 
（登録の実施等） 
第十四条 登録は、都道府県の教育委員会が、次に掲げる事項を博物館登録原簿に記載してするも

のとする。（以下 略） 

公立 私立 計 

    11     10     21 
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島根県内の登録博物館

 1 足立美術館 安来市 S47.8.1 公益財団法人

 2 石見安達美術館 浜田市 S54.1.5 公益財団法人

 3 田部美術館 松江市 S54.12.1 公益財団法人

 4 絲原記念館 奥出雲町 S55.11.1 公益財団法人

 5 可部屋集成館 奥出雲町 S58.9.1 公益財団法人

 6 安部榮四郎記念館 松江市 S58.12.15 公益財団法人

 7 亀井温故館 津和野町 H2.2.16 公益財団法人

 8 奥出雲多根自然博物館 奥出雲町 H4.3.3 公益財団法人

 9 手銭記念館 出雲市 H6.2.15 公益財団法人

 10
浜田市世界こども美術館創作活
動館

浜田市 H10.4.17 市

 11 島根県立美術館 松江市 H11.10.1 県

 12 安来市加納美術館 安来市 H15.2.28 市

 13 平田本陣記念館 出雲市 H16.11.26 市

 14 今岡美術館 出雲市 H16.12.28 一般財団法人

 15 島根県立石見美術館 益田市 H17.10.4 県

 16 浜田市立石正美術館 浜田市 H21.4.28 市

 17 島根県立古代出雲歴史博物館 出雲市 H21.10.6 県

 18 松江歴史館 松江市 H24.6.19 市

 19 和鋼博物館 安来市 H26.3.14 市

 20 出雲弥生の森博物館 出雲市 R1.6.25 市

 21 出雲文化伝承館 出雲市 R6.11.29 市

 登録年月日 名　　　称 所在地 設置主体
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